
：申請者(浄化槽を設置する本人)

：廃棄物・リサイクル課

（備考）

二重線枠

太線枠

・浄化槽設置届又は建築確認（指定区域の建替）

※ 建築確認は建築指導課経由

・合併処理浄化槽整備事業補助金対象区域の確認

提出

回答

・対象区域の確認（数日必要）

・浄化槽設置届等の受理

・使用開始予定日は補助事業の完了期日

　交付決定処理期間を考慮すること

・着工予定日は申請から１０日間の

　の是正勧告期間を空け申請すること

⑥ 設置場所の案内図及び配置配管図（延べ床面積記入）

⑦ 工事費の見積書の写し

⑧ 承諾書（申請者と土地又は家屋所有者が異なる場合）

⑨ 納税証明書（完納証明書を含む。他市町村の場合は３箇年分。

・申請書（様式第１号）の提出※

⑤ 保証登録証（市町村用、軽微な訂正に備え捨印を推奨）

④ 登録証（登録浄化槽）の写し及び登録浄化槽管理票（Ｃ票）

請求

　浄化槽法に定める法定検査の受検、保守点検及び清掃を定期的に実施すること。

※ 請求受理日から１５日以内

③ 浄化槽法定検査依頼書（青森県浄化槽検査センター）の写し

④ 工事費請求書及び領収書の写し

⑤ 工事施工写真（別紙、工事写真管理項目を参照）

⑥ 施工に関する審査チェックリスト（様式第９号）

・実績報告及び完了の確認

・交付確定通知書の交付

提出

② 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書の写し

※工事完了後の必読事項

郵送等

・交付確定通知書の受理

・交付請求書（様式第１１号）の提出※ ・債権者情報登録先へ振込

・実績報告の提出は工事完了後１ヶ月

　以内又は補助年度の３月１０日まで

・工事写真及び審査チェックリストで

　完成確認するので丁寧を心掛けること

⑩ 合併処理浄化槽維持管理等誓約書（様式第３号）

⑪ 浄化槽の工事監督を実施する者の浄化槽設備士免状の写し

⑫-1 債権者情報登録（口座振替依頼）書（通帳のコピー添付）

⑫-2 給水装置新設等申込書の写し

※申請に際しての必読事項

・補助年度の実績報告書提出期限である

　３月１０日を超えない工期であること

・交付決定前に転換前の状況（汲取り

　便所、単独処理浄化槽）が現地確認

申請

・浄化槽設置届の受理日から１０日間（添付書類）

① 事業計画書（様式第２号）

② 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

③ 浄化槽仕様書の写し

　になるため工期に余裕を設けること

R8.4.1

・工事完了

・実績報告書（様式第７号）の提出※

（添付書類）

① 工事完了届（様式第８号）

・転換前状況の現地確認

・交付決定通知書の交付

合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請の流れ

郵送等

　 なお、青森市民の場合は添付書類省略に係る同意書で省略可）

・交付決定に際して市職員の現地確認

　（外観のみ、事前連絡なし）がある

　ことを申請者は了承すること

　できない場合、交付対象にならない

　ので当該箇所の着手をしないこと

・交付決定通知書の受理、工事着手



二世帯住宅（台所分ける）

　（８）更地からの新築など合併処理浄化槽の転換設置に該当しない申請

　その他の疑義等がある場合は、市の補助金担当者と協議するものとする。

１０人槽

以上、放流水の水質がＢＯＤ２０ｍｇ／ｌ（日間平均値）以下の機能を有するもので、法第４条

第２項に規定する構造基準に適合し、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針

（平成４年１０月３０日付衛浄第３４号）が適用される場合にあっては、同指針に適合するもの。

ただし、使用人数等明らかに実情と合わない場合、同基準に基づく算定で増減するものとする。

７　その他

延床面積１３０㎡を超える

延床面積１３０㎡以下 ５人槽

７人槽

　（９）補助を受けたい年度の前年度以前に設置又は転換設置済みの合併処理浄化槽の申請

　（４）土地建物の販売目的で、合併処理浄化槽の転換設置を行う者

５　人槽区分の判断に係るＪＩＳ規格

　日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A3302-2000）」

を人槽区分の判断する基本とし、次表のとおり簡易判断できるものとする。

　（11）補助を受けたい年度の当該補助に要する予算が枯渇した場合

・補助金の交付の対象となる経費は、合併処理浄化槽の転換設置に要する経費（浄化槽本体、

する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）除去率９０パーセント

指定区域においては

７７２，０００円

限 度 額

・合併処理浄化槽の転換設置に要する経費が限度額に満たない場合は、その経費と同額以内の

　額を補助額とする（見積書等は、補助対象経費とその他経費の明細を明確に分けること）

４８２，０００円

指定区域においては

同設置（積雪荷重対策、凍結防止対策含む）工事費）であり、配管等他の経費は含まない

　（６）専用住宅（延べ床面積の1/2以上を居住の用に供する建物）以外の事業所等建物

　（７）専用住宅の建替えに伴い合併処理浄化槽の転換設置を行う者（指定区域は補助対象）

３　補助金の額等（令和７年度適用）

　（５）市町村税を滞納している者（申請者が青森市民以外である場合も含む）

６６０，０００円４１４，０００円 ４７４，０００円

４　補助対象の浄化槽

　合併処理浄化槽　浄化槽法(昭和５８年法律第４３号。以下｢法｣という。)第２条第１号に規定

　（10）補助を受けたい年度の３月１０日までに事業実績報告が提出できない工期の申請

８～１０人槽６～７人槽５人槽人槽区分

指定区域においては

５５８，０００円

青森市合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請交付要綱要約

２　補助対象外等になる例

　（１）浄化槽設置届の未提出又は建築確認を受けず合併処理浄化槽の転換設置を行う者

　（３）合併処理浄化槽の設置者と設置する土地建物の所有者が異なり承諾が得られない者

R8.4.1令和８年度版

１　補助対象区域の確認

　補助対象区域（下水道及び農業集落排水の区域外）及び指定区域は、計画の所管課に照会

しなければ確定できないため、地名だけで判断できず回答には数日要します。

　（２）交付決定前に汲み取り便所、単独処理浄化槽を取壊し転換設置が現地確認できない場合

６　補助金交付決定の取止め又は返還になる例

　・補助年度の３月１０日までに事業実績報告が提出できなかった場合。（１２月中旬以降の

　　申請については、工程を確認して翌年度に着手を延伸するよう助言する場合があります。）

　・法定検査（初回・第７条）で不適正（嵩上げが３０㎝を超える等）となり改善等の対応を

　・その他、項目２の補助対象外等になる例に該当する事実が発覚した場合。

　　しなかった場合。



（備考）

・設備士立会の欄は、○は可能な限り、◎は必須として設備士が立会写真に納まり監督の事実を証すること

・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄは、現場打ち、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄの選択に合わせて写真管理を行うこと

・ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄにﾌﾟﾚｷｬｽﾄを用いる場合の写真管理は基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの例と同様とする

砂利地業完了

型枠、鉄筋設置完了

ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了

ブロワ等付帯設備設置完了（必要に応じて設置状況）

水張り状況

本体据付完了（漏水確認、水平確認）

埋戻状況（水締め、突き固め、礫等の混入無いこと）

埋戻完了（漏水確認、水平確認）

社内検査 社内検査の状況（施工に関する審査チェックリスト）

試運転

ブロワ等

嵩上げ

ｽﾗﾌﾞ打設

配管工事

配筋完了（鉄筋径、ﾋﾟｯﾁ、被り厚管理）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了（縦横寸法、厚さ管理）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

（現場打ち）

嵩上げの高さ（30㎝以内であること）

浮上防止対策、積雪荷重、凍結防止対策等の状況（行う場合）

（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

浄化槽据付

材料検収（縦横寸法、厚さ）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設置状況

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設置完了

材料検収（外観内面損傷有無、ﾒｰｶｰ及び認定番号等のﾗﾍﾞﾙ）

本体据付状況（吊り下ろし、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ面に）

埋戻

◎ □

◎ □

完了

◎

□

□

◎ □

流入管の設置状況

放流管の設置完了（放流先が確認できる状況）

試運転状況

転換設置前（汲取り便所、単独浄化槽）の撤去済状況

合併処理浄化槽の設置個所の完成（着工前との対比写真）

◎ □

◎ □

○ □

合併処理浄化槽の転換設置前（汲取り便所、単独浄化槽）の状況

合併処理浄化槽の設置個所の着工前

掘削状況

山留めの設置状況（設置が必要な場合）

床付け完了

床付け面の状況に応じて栗石地業、割栗石地業、砕石事業の状況

砂利地業完了（縦横寸法、厚さ管理）

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ完了（縦横寸法、厚さ管理）

◎ □

◎

○

□

□

□

型枠設置状況

配筋状況

工事写真管理項目（合併処理浄化槽設置整備事業補助金）

着工前

掘削

砂利地業

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ

○ □

工事写真撮影項目 ﾁｪｯｸ欄設備士立会

◎ □

◎ □

○

○

□

□

□

□

□

◎ □

◎

□

□

□

□

□

確認段階

□

□

◎ □

□

◎ □

□

○ □

□

○ □

◎


